
令和７年度施設型給付費説明会
（処遇改善等加算について）

令和７年９月
高知県教育委員会事務局幼保支援課

※本資料は国通知等を参考に作成したものです。
 提出書類の作成の際には、国通知「施設型給付費等に
係る処遇改善等加算について」をご確認ください。



新採 ３年目 ７年目 主任 所長 新採 ３年目 ７年目 主任 所長

○処遇改善について

（公定価格の基本分単価・人件費内訳）

所長・主任以外は
経験年数等によら
ず同じ年収で算定

（処遇改善イメージ図）

区分１

区分３

区分２

区分１・・・経験に応じた昇給の仕組みの整備や職場環境の改善〔基礎分〕
区分２・・・職員の賃金改善〔賃金改善分〕
区分３・・・職員の技能・経験の向上に応じた賃金の改善〔質の向上分〕

長く働ける職場の構築により、教育・保育の質を向上

435万円

499万円

※参考：国通知「令和５年度における私立保育所の運営に要する費用について」

・他産業と比較し、賃金水準が低い
・定期昇給・キャリアアップの仕組みがなく、長く働いてもメリットがない
⇒人材確保が難しく、教育・保育の質の低下につながる・・・

保育士全体の賃金水準の底上げ
経験年数やキャリアに応じて昇給する仕組み
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　 内容 対象者 支給方法・使途

処遇改善等
区分１

（基礎分）
※旧加算Ⅰ

経験に応じた昇給の仕組みの
整備や職場環境の改善

定率加算
（a）平均勤続年数に応じ

2～12%

非常勤職員を含む
全職員

適切に昇給（勤続年数の長
 い職員の基本給、手当）等

に充当

処遇改善等
区分２

(賃金改善要件分）
※旧加算Ⅰ、Ⅲ

職員の賃金改善
定率加算

（ｂ）平均経験年数により６%又は７%
（ｃ）９千円×算定職員数を率に換算

非常勤職員を含む
全職員 確実に賃金改善に充当

（基本給、手当、一時金等）

※区分２．３の合計額は1/2以上基本給又
は決まって毎月支払われる手当により改

善
※区分３は従前通り基本給又は決まって

毎月支払われる手当により改善

処遇改善等
区分３

（質の向上分）
※旧加算Ⅲ

職員の技能・経験の向上に応じ
た賃金の改善

定額加算
4万円×職員数の約1/3
5千円×職員数の約1/5

　※ 配分人数・配分額の柔軟な運用可

         副主任保育士等及び
        職務分野別リーダー等
     （職位発令、経験年数等を満たす者）

  ※令和５年度から所定の研修修了が要件
  ※ 園長は配分不可

人件費単価
（人事院勧告対応分）

人事院勧告を受けた国家
公務員給与の改定に準じ

た人件費の引上げ分

【令和３年度以降の人事院
勧告に伴う人件費の増加率】

※ 常勤保育士の値
R3 　0% 　  R4　１．２%

R５ 　5.2% 　  R６　10.7%

公定価格上算定
される常勤職員

適切に給与（基本給、手当、
一時金等）に反映

3

○各種処遇改善の概要（令和７年度）



○起点賃金水準について
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区分１の要件
キャリアパス要件の必須化について
令和７年度
　→キャリアパス要件を満たしていない場合は区分２
　　から２％減
令和８年度以降
　→キャリアパス要件を満たしていない場合は区分１を
　　取得できない

「明確な根拠規定」「全ての職員への周知」
賃金規定、就業規則...ete

研修計画の策定、資格取得支援



キャリアパス要件について
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区分２及び区分３に係る共通の要件 

※国家公務員の給与改
定に係る加算額の増加
分は含みません。
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区分３の要件
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○保育所・地域型保育事業所の研修
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○幼稚園・認定こども園
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処遇改善等加算に関するＦＡＱ（よくある質問）（第４版）その１
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処遇改善等加算に関するＦＡＱ（よくある質問）（第４版）その２



○区分３の配分方法
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ありがとうございました。


